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平成 30 年３月 30日 

一部改正 平成 30 年６月８日 

 

別 紙 

 

 平成 30 年度地域少子化対策重点推進事業実施要領 

 

１ 目的 

少子化の進行は、結婚や妊娠、出産など個人の考え方や価値観に関わる問題

であり、個人の自由な選択が最優先されるものである一方、高齢化の進行と相

まった人口構造の変化は、我が国の社会経済システムにも深く影響し、経済社

会の持続可能性を危うくするという点で、大きな社会的課題となっている。 

本事業は、「一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策」（平成 27

年 11月 26日一億総活躍国民会議）及び「ニッポン一億総活躍プラン」（平成

28 年 6月 2日閣議決定）において示された、「希望出生率 1.8」の実現に向け

て、地方自治体が行う少子化対策の取組を支援するものである。地域の実情と

課題を踏まえた、結婚に対する取組及び結婚、妊娠・出産、乳児期を中心とす

る子育てに温かい社会づくり・機運の醸成の取組に対象分野を集約し、これま

での地方自治体の取組から発掘された優良事例の横展開や、婚姻に伴う経済的

負担を軽減するため、地方自治体が新規に婚姻した世帯を対象に新生活を経済

的に支援する施策の実施を支援することで、地域における少子化対策を推進す

ることを目的とする。 

なお、本事業の実施に当たっては、引き続き「少子化社会対策大綱」（平成

27 年３月 20日閣議決定）及び「第４次男女共同参画基本計画」（平成 27年 12

月 25 日閣議決定）の趣旨を踏まえた対応を行うこととする。 

 

２ 事業構成及び事業内容 

地域における少子化対策の推進のため、結婚に対する取組及び結婚、妊娠・

出産、乳児期を中心とする子育てに温かい社会づくり・機運の醸成の取組のう

ち、これまでの地方自治体の取組から発掘された優良事例として別記１に掲げ

る各事業メニューのいずれかの項目に該当する優良事例の横展開事業を支援

するとともに、婚姻に伴う経済的負担を軽減するため、地方自治体が、新規に

婚姻した世帯を対象に行う別記２に掲げる結婚新生活支援事業を支援するこ

ととする。また、都道府県及び市町村（特別区、一部事務組合及び広域連合等

を含む。以下同じ。）が本事業を実施することにより、地域の実情と課題に応

じた少子化対策を行うものとする。 

本事業の実施に当たっては、地方自治体における少子化対策全体の中におい
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て、その事業がどういった位置付けにあるかを明らかにし、効果検証のための

KPI（重要業績評価指標）を設定することが求められる。 

 

３ 実施方法 

平成 30 年度地域少子化対策重点推進事業は、この実施要領の定めるところ

により実施するものとする。 

（１）優良事例の横展開支援事業 

① 本事業の実施に先立ち、都道府県は事業実施計画を策定し、市町村は、

都道府県が定める計画に沿って事業実施計画を作成するものとする。事業

実施計画には、様式１～３により、ア.事業名、イ.所要見込額、ウ.実施期

間、エ.地域の実情と課題、オ.都道府県（市町村）における少子化対策の

全体像及びその中での本事業の位置付け、カ.少子化対策全体の重要業績

評価指標（KPI）及び定量的成果目標、キ.参考指標、ク.事業内容、ケ.内

閣府「地方創生推進交付金」の申請の有無、コ.その他必要事項を記載する

こと。 

なお、都道府県及び市町村は、計画策定に当たって、経済団体、自治会

連合会等住民を代表する者など、幅広い関係者の意見に配慮するものとす

る。 

注）ア.「事業名」には、事業内容を端的に表す名称をつけること。 

エ.「地域の実情と課題」には、これまでの都道府県（市町村）にお

ける少子化対策の取組全体及びその効果検証から浮かび上がった

地域の実情と課題について記載することとし、事業内容との関連に

留意した記述とすること。また、可能な限り具体的なデータを盛り

込むこと。 

オ.「都道府県（市町村）における少子化対策の全体像及びその中で

の本事業の位置付け」には、地域の実情及び課題を踏まえた、都道

府県（市町村）における少子化対策の全体像及びその中での本事業

の位置付けを記載すること。特に、本事業により、地域の課題がど

のように解決されるかについて記載すること。 

カ.「少子化対策全体の重要業績評価指標（KPI）及び定量的成果目標」

については、地域の実情及び課題を踏まえ設定した、都道府県（市

町村）の少子化対策全体の重要業績評価指標（KPI）及び定量的成果

目標を達成予定時期を含め記載すること。また、各都道府県（市町

村）は、少なくとも平成 31 年度終了時点に、各地方自治体におい

て効果検証を実施し、その結果を報告すること。 

キ.「参考指標」には、各都道府県（市町村）の婚姻数、婚姻率、出生

数、出生率のほか、その他参考となる指標を記載するとともに、毎
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年、その推移を報告すること。 

ク.「事業内容」には、以下について注意の上、個別事業ごとに個票

に詳細を記入すること。 

（ア） 「各区分における取組の全体像及びその中での本個別事業の

位置付け」には、区分（①結婚に対する取組、②結婚、妊娠・

出産、乳児期を中心とする子育てに温かい社会づくり・機運の

醸成の取組、③結婚新生活支援事業）ごとに、既存事業や他省

庁補助金等も含め、全体としてどのような取組を行うか、その

中で、当該個別事業がどのような位置付けにあるのか、どのよ

うに他事業の取組と連携しているのかを記載すること。 

（イ） 当該個別事業を次年度以降も自立的に発展させるため、「個

別事業の内容」の末尾に次年度以降に向けた事業の方向性を記

載すること。 

（ウ） 「個別事業の重要業績評価指標（KPI）及び定量的成果目標」

には、当該個別事業の各区分における取組全体像における位置

付けを踏まえ、どのような考え方のもと、どのくらいの効果が

見込めるのか、それを測るためにどのような KPI及び定量的成

果目標を決定したか、達成予定時期を含め記載すること。また、

各都道府県（市町村）は、毎年、個別事業ごとに効果検証を実

施し、その結果を報告すること。 

※ 過去に関連する事業を実施している場合は、過去に設定した

KPI を踏まえた KPIを設定すること。（過去に設定した KPIも

別紙に記載すること。） 

（エ） 「市町村（都道府県）との連携・役割分担の考え方及び具体

的方法」には、当該個別事業を市町村（都道府県）と連携のも

と実施する場合、その考え方及び具体的方法を記載すること。 

（オ） 「民間事業者との連携・役割分担の考え方及び具体的方法」

には、当該個別事業を民間事業者との連携のもと実施する場合、

その考え方及び具体的方法を記載すること。 

（カ） 「男女共同参画部局など関係部局等との連携・配慮事項」に

は、特定の価値観の押付けとならないようにする観点から、連

携した関係部局等、配慮することを具体的に記載すること。 

（キ） 「委託契約の有無及び契約方式」には、当該個別事業におけ

る委託契約の有無及び委託契約の締結を予定している場合の契

約方式を記載すること。また、競争性のない随意契約による契

約を予定している場合は、事業の内容、随意契約とする理由を

記載すること。 
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（ク） 「システム等導入に係る管財部局の確認」には、システムを

導入する際にその仕様、価額等が適正なものであることについ

て、管財部局の確認を得、その内容を記載すること。 

② 都道府県は、自ら策定した計画及び当該都道府県内の市町村が策定した

計画を内閣府に提出し、計画内容及び事業実施について内閣府と協議する

こと。また、協議を経た計画を、交付決定後、速やかに公表すること。 

③ 内閣府は、都道府県及び市町村の策定した計画の承認に当たり、あらか

じめ当該個別事業について、計画が地域の課題に対応して高い効果が見込

まれるものとなっているか、結婚の希望を叶える環境整備に向けた取組に

当たっては、「結婚の希望を叶える環境整備に向けた取組の参考指針」（平

成 29年 12月 26日内閣府子ども・子育て本部統括官決定）（以下「参考指

針」という。）の内容に沿ったものとなっているか等に関し、十分に精査す

るものとする。 

④ 都道府県及び市町村は、必要がある場合には、内閣府と協議の上、計画

を変更することができる。この場合、変更後の計画を、交付決定後、速や

かに公表すること。 

⑤ 本事業の実施に当たり、都道府県及び市町村は、地域における少子化対

策の推進を図ることを目的として、効果的・効率的にこれを行うものとす

る。 

（２）結婚新生活支援事業 

① 本事業の実施に先立ち、都道府県は事業実施計画を策定し、市町村は、

都道府県が定める計画に沿って事業実施計画を作成するものとする。事業

実施計画には、様式１～３により、ア.事業名、イ.所要見込額、ウ.実施

期間、エ.地域の実情と課題、オ.都道府県（市町村）における少子化対策

の全体像及びその中での本事業の位置付け、カ.少子化対策全体の重要業

績評価指標（KPI）及び定量的成果目標、キ.参考指標、ク.事業内容、ケ.

内閣府「地方創生推進交付金」の申請の有無、コ.その他必要事項を記載

すること。 

注）ア.「事業名」には、事業内容を端的に表す名称をつけること。 

エ.「地域の実情と課題」には、これまでの都道府県（市町村）におけ

る少子化対策の取組全体及びその効果検証から浮かび上がった地域

の実情と課題について記載することとし、事業内容との関連に留意し

た記述とすること。また、可能な限り具体的なデータを盛り込むこと。 

オ.「都道府県（市町村）における少子化対策の全体像及びその中での

本事業の位置付け」には、地域の実情及び課題を踏まえた、都道府県

（市町村）における少子化対策の全体像及びその中での本事業の位置

付けを記載すること。特に、本事業により、地域の課題がどのように
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解決されるかについて記載すること。 

カ.「少子化対策全体の重要業績評価指標（KPI）及び定量的成果目標」

については、地域の実情及び課題を踏まえ設定した、都道府県（市町

村）の少子化対策全体の重要業績評価指標（KPI）及び定量的成果目

標を達成予定時期を含め記載すること。また、各都道府県（市町村）

は、少なくとも平成 31 年度終了時点に、各地方自治体において効果

検証を実施し、その結果を報告すること。 

キ.「参考指標」には、各都道府県（市町村）の婚姻数、婚姻率、出生

数、出生率のほか、その他参考となる指標を記載するとともに、毎年、

その推移を報告すること。 

ク.「事業内容」には、以下について注意の上、個別事業ごとに個票に

詳細を記入すること。 

（ア） 「各区分における取組の全体像及びその中での本個別事業の

位置付け」には、区分（①結婚に対する取組、②結婚、妊娠・

出産、乳児期を中心とする子育てに温かい社会づくり・機運の

醸成の取組、③結婚新生活支援事業）ごとに、既存事業や他省

庁補助金等も含め、全体としてどのような取組を行うか、その

中で、当該個別事業がどのような位置付けにあるのか、どのよ

うに他事業の取組と連携しているのかを記載すること。 

（イ） 当該個別事業を次年度以降も自立的に発展させるため、「個別

事業の内容」の末尾に次年度以降に向けた事業の方向性を記載

すること。 

（ウ） 「個別事業の重要業績評価指標（KPI）及び定量的成果目標」

には、当該個別事業の各区分における取組全体像における位置

付けを踏まえ、どのような考え方のもと、どのくらいの効果が

見込めるのか、それを測るためにどのような KPI及び定量的成

果目標を決定したか、達成予定時期を含め記載すること。また、

各都道府県（市町村）は、毎年、個別事業ごとに効果検証を実

施し、その結果を報告すること。 

※ 過去に関連する事業を実施している場合は、過去に設定し

た KPIを踏まえた KPIを設定すること。（過去に設定した KPI

も記載すること。） 

（エ） 「市町村（都道府県）との連携・役割分担の考え方及び具体的

方法」には、当該個別事業を市町村（都道府県）と連携のもと

実施する場合、その考え方及び具体的方法を記載すること。 

（オ） 「民間事業者との連携・役割分担の考え方及び具体的方法」に

は、当該個別事業を民間事業者との連携のもと実施する場合、
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その考え方及び具体的方法を記載すること。 

② 都道府県は、自ら策定した計画及び当該都道府県内の市町村が策定した 

計画を内閣府に提出し、計画内容及び事業実施について内閣府と協議する

こと。また、協議を経た計画を、交付決定後、速やかに公表すること。 

③ 都道府県及び市町村は、必要がある場合には、内閣府と協議の上、計画

を変更することができる。この場合、変更後の計画を、交付決定後、速や

かに公表すること。 

④ 本事業の実施に当たり、都道府県及び市町村は、地域における少子化対

策の推進を図ることを目的として、効果的・効率的にこれを行うものとす

る。 

 

 

４ 実施主体 

（１）優良事例の横展開支援事業 

① 実施主体は、都道府県又は市町村とし、その責任の下に本事業を実施す

るものとする。 

② 都道府県又は市町村は、地域の実情に応じ、当該都道府県又は市町村が

適切と認める法人又は法人以外の団体に事業の実施を委託することがで

きる。この場合において、委託を行う都道府県又は市町村は、委託による

事業実施及び委託先の選定に対して責任を有することに留意すること。ま

た、事業の実施主体はあくまでも都道府県又は市町村であることから、委

託先と密接に連携を図り、事業の実施状況の把握を行い、より効果的な事

業となるよう取り組むとともに、事業全体の執行及び管理について、責任

を持って実施すること。その際、結婚等は個人の自由な意思に基づくもの

であることから、特定の価値観を押し付けたり、プレッシャーを与えたり

する内容になっていないかなど、事業が参考指針の内容に沿ったものとな

っているか留意すること。 

なお、宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団又は暴力団

員の統制の下にある団体は、事業委託の対象者とはしないものとする。 

③ 都道府県又は市町村は、委託契約を締結するに当たっては、当該都道府

県又は市町村の財務規則等に基づく競争性のある手続を原則とし、これ

によりがたい場合であっても、各都道府県又は市町村の財務規則等に基

づく適正な手続によりこれを行うこと。 

（２）結婚新生活支援事業 

   実施主体は都道府県又は市町村とし、その責任の下に本事業を実施する

ものとする。 
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５ 事業実施期間 

本事業は、平成 31年３月 31日までに事業を完了することとする。ただし、

本事業の翌年度への繰越しが認められた場合は、平成 32 年３月 31 日までに

完了することとする。 

 

６ 事業実施に当たっての留意点 

（１）優良事例の横展開支援事業 

① 本事業の実施に当たっては、「少子化社会対策大綱」及び「第４次男女

共同参画基本計画」の趣旨を踏まえるほか、下記アの基本的な考え方に十

分留意するとともに、企業・団体・学校等に対する取組に当たっては、下

記イにも十分留意すること。 

ア 基本的な考え方 

（ア） 「男性は結婚して一人前である」、「女性は早く結婚しなさい」な

どの言動に表れる性別役割分担意識等の特定の価値観を押し付け

たり、プレッシャーを与えたりすることがないよう、男女共同参画

部局など関係部局と広く連携するほか、必要に応じて有識者の助言

を得るなどの措置をとること。 

（イ） 性的指向・性自認の多様性や、多様な家庭形態等があることなど

に配慮すること。 

（ウ） 結婚を希望する人が必ずしも支援を必要としているとは限らず、

誰から、どのような内容の支援を受けたいかについては様々である

ことに留意すること。また、結婚につながる活動に対する支援を受

けることが苦痛であると捉える人もいることに留意すること。 

（エ） 「個の侵害」に当たるようなものは厳に慎むこと。 

（オ） 本事業の実施に当たり、個人情報を取得する場合には、「個人情報

の保護に関する法律」（平成 15年法律第 57号）、その他関係法令を

遵守し、取扱いには十分に注意すること。 

イ 企業・団体・学校等に対する取組に当たってのその他の留意点等 

（ア） 企業・団体・学校等への特定の価値観の押し付けや従業員等に対

する押し付けとならないよう留意すること。 

（イ） 企業・団体・学校等の取組は、取り組まないことも含めて、あく

までも自主的な判断によるものであって、地方自治体がそれを直

接・間接に強いることがあってはならず、取り組むか否かによって

企業・団体・学校等が不利益を被ることがないことを明示すること。 

（ウ） 取組に当たって留意すべき点について、地方自治体や企業・団体・

学校等の担当者向け研修等の実施等の支援を行うことなど、その周

知の徹底を図ること。 
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② 事業の計画に当たっては、平成 31 年度終了時点に、各地方自治体にお

いて少子化対策全体の効果検証を行うことを見据え、優良事例の横展開支

援事業終了後も引き続き実施できるよう、他の結婚支援等の少子化対策に

係る制度や予算の活用等も視野に入れ、長期的展望に立った検討を行うこ

と。 

③ 民間で類似の事業を行っている場合には、当該事業との連携を図るなど、

民業圧迫とならないように留意すること。 

④ 所要額の算定に当たっては、内閣府が別に定める費用の範囲内で各都道

府県又は市町村の財務規則等に定める謝金等の単価を使用するとともに、

財務規則等に単価の定めのない費用を算定する場合には、複数の者から見

積書を徴する、標準価格を調査するなどにより、適正に所要額を算定する

こと。 

⑤ 本事業の対象経費についての留意点は、下記のとおりである。 

ア 対象経費は、事業を実施するために直接必要な経費とするが、この事

業が平成 31年３月 31日までの事業であること等に鑑み、職員雇上げに

要する経費は対象外としていること。したがって、事業実施に必要な人

員については、謝金等での対応を検討すること。なお、翌年度への繰越

が認められた場合は、平成 32 年３月 31日までの事業となる。 

イ アと同様の理由から、備品購入については真に必要と認められる場合

のみの限定的な取扱いとすること。したがって、事業の性質上、備品の

活用が必要な場合は、レンタル等での対応を検討すること。 

ウ 個人への金銭給付などによる個人の負担を直接的に軽減する事業に

要する経費は対象外としていること。 

エ 他の国庫負担金、補助金、交付金の交付の対象となる事業及び従前よ

り地方自治体単独事業として実施してきた既存事業に要する経費は対

象外としていること。 

オ 内閣府「地方創生推進交付金」に申請した事業については、本交付金

と重複して申請しないこと。 

カ 施設整備に要する経費は対象外としていること。 

（２）結婚新生活支援事業 

本事業の実施に当たっては、下記に十分留意すること。 

① 対象経費は、事業の実施により、新規に婚姻した世帯に対し直接給付し

た経費とし、事業の実施に係る関係行政機関の人件費等は対象外としてい

ること。 

② 「結婚祝い金」等の使途を限定しない給付は対象外としていること。 

③ 他の国庫負担金、補助金、交付金の交付の対象となる事業及び従前より

地方自治体単独事業として実施してきた既存事業に要する経費は対象外
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としていること。 

 

７ 事業の検査等 

（１）内閣総理大臣は、事業の適正を期するため必要があるときは、都道府県

及び市町村に報告を求め、又は内閣府職員に事業場に立ち入り、帳簿書類

その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができるもの

とする。  

（２）内閣総理大臣は、（１）の調査により、補助金等に係る予算の執行に関

する法律（昭和 30 年法律 179 号）、補助金等に係る予算の執行の適正化

に関する法律施行令（昭和 30 年政令第 255 号）、平成 30年度地域少子化

対策重点推進交付金交付要綱又はこの要領の内容に適合しない事実が明ら

かになった場合には、都道府県又は市町村に対して、事業の中止、変更又

は適合させるための措置を取ることを命ずることができる。 

 

８ 事業の事後評価 

事業の事後評価については、様式４により事業実施主体である都道府県又

は市町村が作成する。なお、都道府県知事から内閣総理大臣への報告は、平

成 31 年６月 30日までとする。ただし、本事業の翌年度への繰越しが認めら

れた場合は、平成 32 年６月 30日までとする。 

   

９ 事業の中止 

事業が次のいずれかの要件に該当することとなった場合には、原則として事

業を中止すること。 

（１）７（２）により事業の中止を命ぜられた場合  

（２）事業の実施又は事業の目的を達成することが困難と認められる場合 

（３）事業の実施に関し不正、怠慢、その他不適切な行為を行った場合 

（４）その他適切と認められない場合 
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別記１ 優良事例の横展開支援事業の事業構成及び事業メニュー 

 

第１ 事業構成 

  優良事例の横展開支援事業の構成は、以下のとおりとする。 

１ 結婚に対する取組 

２ 結婚、妊娠・出産、乳児期を中心とする子育てに温かい社会づくり・機運

の醸成の取組 

 

第２ 事業メニュー 

１ 結婚に対する取組 

（１）結婚支援の取組を行う結婚支援センター等の開設・運営、同センター等

におけるマッチングシステムの構築・高度化等により、各地域における結

婚支援の基盤を整備するための取組（ただし、施設整備に係る部分は除く。） 

（２）各地域において結婚支援を行うボランティア等（マリッジサポーター等）

の育成、組織化、交流体制の構築等により、各地域で結婚を希望する者が

適時適切に相談できるような体制の整備や、新たなマッチングを実現する

ための取組 

（３）その他、各地域において結婚を希望する者の希望の実現を支援するため

の取組 

 

※ 結婚希望者の出会いの機会づくりを目的としたイベント開催については、

他の２つ以上の結婚支援の取組と有機的に連携することで、全体として

高い効果が見込まれるものであれば対象となり得る（ただし、飲食費につ

いては対象としない）。 

 

２ 結婚、妊娠・出産、乳児期を中心とする子育てに温かい社会づくり・機

運の醸成の取組 

（１）各地域において、結婚、妊娠・出産、乳児期を中心とする子育てに温か

い社会づくり・機運の醸成の取組に向けた基礎として、地域の関係者間の

情報共有、地域における課題の抽出・分析等を行う取組 

（２）出産直後の男性の休暇取得や男性の家事・育児への参画を促進する機運

を醸成するための取組 

（３）主に若い世代に対し、結婚、妊娠・出産、子育て、仕事を含めた将来の

ライフプランを希望どおり描けるよう、その前提となる知識・情報を提供

し、考える機会を持たせる取組 

（４）主に若い世代が乳幼児と触れ合う体験を通じて、子育てなどに対する理
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解を深めるための取組 

（５）その他、各地域において、結婚、妊娠・出産、乳児期を中心とする子育

てに温かい社会づくり・機運の醸成に向けた、当事者及びその他の社会の

あらゆる構成員の意識や行動の改革をもたらそうとする取組 

 

  ※ 結婚の希望を応援する機運の醸成の取組として、フォーラムの開催や

動画を作成する際などには、結婚を希望しない人や、結婚を希望してい

ても結婚支援を受けることを苦痛と捉える人もいることなどに配慮し、

特定の価値観を押し付けたり、プレッシャーを与えたりすることがない

よう留意すること。 

    また、広報媒体を作成する際などには、男女共同参画部署などの関係

部署、専門家等の助言を得ることとすること。 
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別記２ 結婚新生活支援事業の事業構成及び事業内容 

 

第１  事業構成 

結婚新生活支援事業の構成は、以下のとおりとする。 

１  新規に婚姻した世帯に対する住宅取得費用又は住宅賃借費用に係る支援 

２  新規に婚姻した世帯に対する引越費用に係る支援 

 

第２  事業内容 

１ 新規に婚姻した世帯に対する住宅取得費用又は住宅賃借費用に係る支援 

（１）対象となる世帯 

新規に婚姻した世帯（平成 30 年１月１日以降で、結婚新生活支援事業

を実施する都道府県又は市町村が定める日から都道府県又は市町村の事

業終了日までに婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。以下同じ。）であ

って、夫婦共に婚姻日における年齢が 34 歳以下かつ下記により算出した

世帯の所得が 340万円未満であるもの。 

 

（新規に婚姻した世帯及び夫婦の婚姻日における年齢の確認方法） 

申請世帯については、戸籍抄本や婚姻証明書等の婚姻の日及び夫婦の

生年月日が確認できる書類により、新規に婚姻した世帯に該当するか及

び夫婦の婚姻日における年齢を確認すること。 

 

（世帯の所得の算出方法） 

所得の額を明らかにすることができる市町村長の証明書（以下「所得

証明書」という。）をもとに、都道府県又は市町村が定める年の夫婦の所

得を合算した金額とする。ただし、下記①及び②の場合にあっては、そ

れぞれに記載する計算方法により算出した金額とする。 

① 夫婦の双方又は一方が離職し、申請時において無職の場合 

・離職した者については、所得なしとして、夫婦の所得を算出す

る。 

② 貸与型奨学金（公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のた

めに貸与された資金をいう。）の返済を現に行っている場合 

・所得証明書をもとに算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年

間返済額を控除する。 

（２）対象となる事業 

婚姻に伴う住宅取得費用又は住宅賃借費用に係る支援であって、それぞ

れに記載する要件を満たしていること。 

① 新規の住宅取得費用に係る支援 
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・都道府県又は市町村への申請時に夫婦の双方又は一方の住民票

の住所が当該住宅の住所となっていること。 

・売買契約書、工事請負契約書等により契約内容を確認すること。 

・平成 30年１月１日から都道府県又は市町村の事業終了日までの

間に支払った費用であること及び現に支払った金額を領収書等

により確認すること。 

② 新規の住宅賃借費用に係る支援 

・都道府県又は市町村への申請時に夫婦の双方又は一方の住民票

の住所が当該住宅の住所となっていること。 

・賃貸借契約書により契約内容を確認すること。 

・平成 30年１月１日から都道府県又は市町村の事業終了日までの

間に支払った費用であること及び現に支払った金額を領収書等

により確認すること。 

・婚姻を機に新たに物件を賃借する際に要した費用で、賃料、敷

金、礼金、共益費、仲介手数料を対象とする。 

・勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当分につ

いては対象外とする。 

・地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援対象となる部 

分については対象外とする。 

 

２ 新規に婚姻した世帯に対する引越費用に係る支援 

（１）対象となる世帯 

１（１）に同じ。 

（２）対象となる事業 

婚姻に伴う引越費用（引越業者又は運送業者への支払いに係る実費に限

る。）に係る支援であって、下記の要件を満たしていること。 

・都道府県又は市町村への申請時に夫婦の双方又は一方の住民票の住

所が当該住宅の住所となっていること。 

・平成 30年１月１日から都道府県又は市町村の事業終了日までの間に

支払った費用であること及び現に支払った金額を領収書等により確

認すること。 

 

 



様式１－１

都道府県名

(１) 結婚に対する取組
(２) 結婚、妊娠・出産、乳児期を中心とする子育てに
温かい社会づくり・機運の醸成の取組

（ ）都・道・府・県

千円

（ ） 市 ・ 町 ・ 村

千円

（ ） 市 ・ 町 ・ 村

千円

（ ） 市 ・ 町 ・ 村

千円

（ ） 市 ・ 町 ・ 村

千円

（ ） 市 ・ 町 ・ 村

千円

合計

千円

（注）

１ 優良事例の横展開支援事業

事業一覧

２ 結婚新生活支援事業

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

１ 都道府県事業及び市町村事業について、全て記入すること。

２ 「事業一覧」には、各事業実施計画書に記入した個別事業名を記入すること。

３ 「所要見込額」には、都道府県事業及び市町村事業それぞれの計画全体の対象経費支出予定額を記入すること。交付金所要額を上段括弧書きすること。

平成30年度地域少子化対策重点推進事業実施計画総括表

事 業 実 施 者 所 要 見 込 額

（ ）

（ ）



様式１－２

都道府県名

(１) 結婚に対する取組
(２) 結婚、妊娠・出産、乳児期を中心とする子育てに温
かい社会づくり・機運の醸成の取組

（ ） 市 ・ 町 ・ 村
千円

（注）

（ ）

１ 「事業一覧」には、各事業実施計画書に記入した個別事業名を記入すること。

２ 「所要見込額」には、市町村事業の計画全体の対象経費支出予定額を記入すること。交付金所要額を上段括弧書きすること。

平成30年度地域少子化対策重点推進事業実施計画総括表

事 業 実 施 者

事業一覧

所 要 見 込 額１ 優良事例の横展開支援事業
２ 結婚新生活支援事業



様式２－１

都道府県名

事 業 名
所要

見込額
千円

実 施 期 間

地域の実情と課題
（これまでの都道府
県における少子化対
策の取組全体及びそ
の効果検証等から浮
かび上がった地域の
実情と課題について
記述）

都道府県における少
子化対策の全体像及
びその中での本事業
の位置付け

少子化対策全体の重
要業績評価指標(KPI)
及び定量的成果目標

参 考 指 標

所要
見込額

千円

所要
見込額

千円

個別事業名
所要

見込額
千円

個別事業名
所要

見込額
千円

所要
見込額

千円

個別事業名
所要

見込額
千円

個別事業名
所要

見込額
千円

所要
見込額

千円

上記「事業内容」につい
て、「地方創生推進交
付金」の申請の有無

「有」とした場合
の事業名

１ 優良事例の横展開支援事業

事 業 内 容

平成30年度地域少子化対策重点推進事業実施計画書（都道府県分）

平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日

※婚姻数、婚姻率、出生数、出生率等

２ 結婚新生活支援事業

(１) 結婚に対する取組

(２) 結婚、妊娠・出産、乳児期を中心とする子育てに温かい社会づく
り・機運の醸成の取組



（注）

１「所要見込額」には、本交付金の対象経費支出予定額を記入すること。
２「地域の実情と課題」には、これまでの都道府県における少子化対策の取組全体及びその効果検証から浮かび上がった地域の実
情と課題について記載する。
３「都道府県における少子化対策の全体像及びその中での本事業の位置付け」には、地域の実情及び課題を踏まえた、都道府県に
おける少子化対策の全体像及びその中での本事業の位置付けを記載する。特に、本事業により、地域の課題がどのように解決され
るかについて記載すること。
４「少子化対策全体の重要業績評価指標(KPI)及び定量的成果目標」については、地域の実情及び課題を踏まえ設定した、都道府県
の少子化対策全体の重要業績評価指標（KPI)及び定量的成果目標を達成予定時期を含め記載する。また、各都道府県は少なくとも
平成31年度終了時点に、各自治体において効果検証を実施し、その結果を報告すること。
５「参考指標」には、各都道府県の婚姻数、婚姻率、出生数、出生率のほか、その他参考となる指標を記載するとともに、毎年、
その推移を報告する。
６「上記「事業内容」について、「地方創生推進交付金」の申請の有無」は、地域少子化対策重点推進交付金との重複を排除する
ためのチェック欄です。（「無」が前提となります）
７ 適宜参考となる資料を添付すること。



様式２－２ 個票NO.

都道府県名

本事業の担当部局名

事 業 メ ニ ュ ー

区 分

関 連 事 業 メ ニ ュ ー

個 別 事 業 名

実 施 期 間

所 要 見 込 額 千円 補助率： （交付金所要額： 千円）

各区分における取組
の全体像及びその中
での本個別事業の位
置付け

・個別事業の重要
業績評価指標(KPI)
及び定量的成果目
標

・市町村との連
携・役割分担の考
え方及び具体的方
法

（関係部局等）

(配慮すること）

・民間事業者との
連携・役割分担の
考え方及び具体的
方法

平成30年度地域少子化対策重点推進事業実施計画書（都道府県分）個票

平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日

（個別事業の内容）

・男女共同参画部
局など関係部局等
との連携・配慮事
項

個 別 事 業 の 内 容

※優良事例の横展開支援事業を実施する場合、記載してください。



□③随意契約

（①を除く）

（注）

１「所要見込額」には、本交付金の対象経費支出予定額を記入すること。また、金額の根拠となる資料（見積書等）を添付するこ
と。併せて、「交付金所要額」には「所要見込額」に補助率を乗じた額（千円未満切り捨て）を記入すること。
２「各区分における取組の全体像及びその中での本個別事業の位置付け」には、区分（①結婚に対する取組、②結婚、妊娠・出
産、乳児期を中心とする子育てに温かい社会づくり・機運の醸成の取組、③結婚新生活支援）ごとに、既存事業や他省庁補助金等
事業なども含め、全体としてどのような取組を行うか、その中で、本個別事業がどのような位置付けにあるのか、どのように他事
業との取組と連携しているのかを記載すること。
３「事業内容」には、個別事業の具体的内容を記載する。また、事業内容を検討する上で参考とした既存事業があれば、都道府県
名又は市町村名、事業名を記載すること。
※個別事業を次年度以降も自立的に発展させるため、事業内容の末尾に必ず次年度以降に向けた事業の方向性を記載すること。
４「個別事業の重要業績評価指標（KPI）及び定量的成果目標」には、本個別事業の各区分における取組全体像における位置付け
を踏まえ、どのような考え方のもとどのくらいの効果が見込めるのか、それを測るためにどのようなKPI及び定量的成果目標を決
定したか、達成予定時期を含め記載すること。また、各都道府県は、個別事業ごとに効果検証を実施し、その詳細な結果を別に定
める日までに報告すること。
※過去に関連する事業を実施している場合は、過去に設定したKPIを踏まえたKPIを設定すること。

（過去に設定したKPIも別紙に記載すること。）
５「市町村との連携・役割分担の考え方及び具体的方策」には、本個別事業を市町村と連携のもと実施する場合、その考え方及び
具体的方法を記載する。
６「民間事業者との連携・役割分担の考え方及び具体的方法」には、本個別事業を民間事業者との連携のもと実施する場合、その
考え方及び具体的方法を記入する。
７「男女共同参画部局など関係部局等との連携・配慮事項」には、特定の価値観の押し付けとならないようにする観点から、計画
策定に当たり連携した関係部局等及び事業の実施に当たり連携する関係部局等並びに事業の実施に当たり配慮することを具体的に
記載すること（優良事例の横展開支援事業を実施する場合）。
８「委託契約の有無及び契約方式」には、取組中の委託契約の有無及び有の場合には予定している契約方式を記載すること。ま
た、競争性のない随意契約による契約を予定している場合は、事業の内容及び随意契約とする理由を記載すること（優良事例の横
展開支援事業を実施する場合）。
９「システム等導入に係る管財部局の確認」には、マッチングシステム、アプリの構築等のシステムに関する取組の有無及び有の
場合には、事業の内容及び確認を行った部局名を記載すること（優良事例の横展開支援事業を実施する場合）。

□①企画提案方式（プロポーザル方式、コンペ方式等） □②競争入札方式

［事業の内容： ］

［随契の理由： ］

※優良事例の横展開支援事業を実施する場合、記載してください。

・システム等導入
に係る管財部局の
確認

  □有の場合の担当部局：

・委託契約の有無
及び契約方式

該当する取組の有無：□有 （取組名： ） □無

□有（以下の①～③から該当するものを選択してください） □無

※優良事例の横展開支援事業を実施する場合、記載してください。



様式３－１

都道府県名

市 町 村 名 （

事 業 名
所要

見込額
千円

実 施 期 間

地域の実情と課題
（これまでの市町村
における少子化対策
の取組全体及びその
効果検証等から浮か
び上がった地域の実
情と課題について記
述）

市町村における少子
化対策の全体像及び
その中での本事業の
位置付け

少子化対策全体の重
要業績評価指標(KPI)
及び定量的成果目標

参 考 指 標

所要
見込額

千円

所要
見込額

千円

個別事業名
所要

見込額
千円

個別事業名
所要

見込額
千円

所要
見込額

千円

個別事業名
所要

見込額
千円

個別事業名
所要

見込額
千円

所要
見込額

千円

上記「事業内容」につい
て、「地方創生推進交
付金」の申請の有無

「有」とした場合
の事業名

１ 優良事例の横展開支援事業

※婚姻数、婚姻率、出生数、出生率等

平成30年度地域少子化対策重点推進事業実施計画書（市町村分）

平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日

） 市 町 村

２ 結婚新生活支援事業

事 業 内 容

(１) 結婚に対する取組

(２) 結婚、妊娠・出産、乳児期を中心とする子育てに温かい社会づく
り・機運の醸成の取組



（注）

１「所要見込額」には、本交付金の対象経費支出予定額を記入すること。
２「地域の実情と課題」には、これまでの市町村における少子化対策の取組全体及びその効果検証から浮かび上がった地域の実情
と課題について記載する。
３「市町村における少子化対策の全体像及びその中での本事業の位置付け」には、地域の実情及び課題を踏まえた、市町村におけ
る少子化対策の全体像及びその中での本事業の位置付けを記載する。特に、本事業により、地域の課題がどのように解決されるか
について記載すること。
４「少子化対策全体の重要業績評価指標(KPI)及び定量的成果目標」については、地域の実情及び課題を踏まえ設定した、市町村の
少子化対策全体の重要業績評価指標（KPI)及び定量的成果目標を達成予定時期を含め記載する。また、各市町村は少なくとも平成
31年度終了時点に、各自治体において効果検証を実施し、都道府県にその結果を報告すること。
５「参考指標」には、各市町村の婚姻数、婚姻率、出生数、出生率のほか、その他参考となる指標を記載するとともに、毎年、そ
の推移を報告する。
６「上記「事業内容」について、「地方創生推進交付金」の申請の有無」は、地域少子化対策重点推進交付金との重複を排除する
ためのチェック欄です。（「無」が前提となります）
７ 適宜参考となる資料を添付すること。



様式３－２ 個票NO.

市町村名

本事業の担当部局名

事 業 メ ニ ュ ー

区 分

関 連 事 業 メ ニ ュ ー

個 別 事 業 名

実 施 期 間

所 要 見 込 額 千円 補助率： （交付金所要額： 千円）

各区分における取組
の全体像及びその中
での本個別事業の位
置付け

・個別事業の重要
業績評価指標(KPI)
及び定量的成果目
標

・都道府県との連
携・役割分担の考
え方及び具体的方
法

（関係部局等）

(配慮すること）

・民間事業者との
連携・役割分担の
考え方及び具体的
方法

※優良事例の横展開支援事業を実施する場合、記載してください。

個 別 事 業 の 内 容

平成30年度地域少子化対策重点推進事業実施計画書（市町村分）個票

平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日

・男女共同参画部
局など関係部局等
との連携・配慮事
項

（個別事業の内容）



□③随意契約

（①を除く）

（注）

［事業の内容： ］

［随契の理由： ］

※優良事例の横展開支援事業を実施する場合、記載してください。

  □有の場合の担当部局：

・システム等導入
に係る管財部局の
確認

※優良事例の横展開支援事業を実施する場合、記載してください。

該当する取組の有無：□有 （取組名： ） □無

・委託契約の有無
及び契約方式

１「所要見込額」には、本交付金の対象経費支出予定額を記入すること。また、金額の根拠となる資料（見積書等）を添付するこ
と。併せて、「交付金所要額」には「所要見込額」に補助率を乗じた額（千円未満切り捨て）を記入すること。
２「各区分における取組の全体像及びその中での本個別事業の位置付け」には、各区分（①結婚に対する取組、②結婚、妊娠・出
産、乳児期を中心とする子育てに温かい社会づくり・機運の醸成の取組、③結婚新生活支援）ごとに、既存事業や他省庁補助金等
事業なども含め、全体としてどのような取組を行うか、その中で、本個別事業がどのような位置付けにあるのか、どのように他事
業との取組連携しているのかを記載すること。
３「事業内容」には、個別事業の具体的内容を記載する。また、事業内容を検討する上で参考とした既存事業があれば、都道府県
名又は市町村名、事業名を記載すること。
※個別事業を次年度以降も自立的に発展させるため、事業内容の末尾に必ず次年度以降に向けた事業の方向性を記載すること。
４「個別事業の重要業績評価指標（KPI）及び定量的成果目標」には、本個別事業の各区分における取組全体像における位置付け
を踏まえ、どのような考え方のもとどのくらいの効果が見込めるのか、それを測るためにどのようなKPI及び定量的成果目標を決
定したか、達成予定時期を含め記載すること。また、各市町村は、個別事業ごとに効果検証を実施し、都道府県にその詳細な結果
を都道府県が別に定める日までに報告すること。
※過去に関連する事業を実施している場合は、過去に設定したKPIを踏まえたKPIを設定すること。

（過去に設定したKPIも別紙に記載すること。）
５「都道府県との連携・役割分担の考え方及び具体的方策」には、当本個別事業を都道府県と連携のもと実施する場合、その考え
方及び具体的方法を記載する。
６「民間事業者との連携・役割分担の考え方及び具体的方法」には、当本個別事業を民間事業者との連携のもと実施する場合、そ
の考え方及び具体的方法を記入する。
７「男女共同参画部局など関係部局等との連携・配慮事項」には、特定の価値観の押し付けとならないようにする観点から、計画
策定に当たり連携した関連部局等及び事業の実施に当たり連携する関係部局等並びに事業の実施に当たり配慮することを具体的に
記載すること（優良事例の横展開支援事業を実施する場合）。
８「委託契約の有無及び契約方式」には、取組中の委託契約の有無及び有の場合には予定している契約方式を記載すること。ま
た、競争性のない随意契約による契約を予定している場合は、事業の内容及び随意契約とする理由を記載すること（優良事例の横
展開支援事業を実施する場合）。
９「システム等導入に係る管財部局の確認」には、マッチングシステム、アプリの構築等のシステムに関する取組の有無及び有の
場合には、事業の内容及び確認を行った部局名を記載すること（優良事例の横展開支援事業を実施する場合）。

□有（以下の①～③から該当するものを選択してください） □無

□①企画提案方式（プロポーザル方式、コンペ方式等） □②競争入札方式




